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山　　形　　県　　公　　報 号外(●)平成●年●月●日（●曜日）

平成17年４月１日（金）

 

号　　外（19）

  目　　　　　次  

訓　　　　　令

　○山形県職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令…………………………………（人　事　課）…１

  訓　　　　　令  

山形県訓令第９号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成17年４月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令

　山形県職員の人事に関する手続規程（昭和38年８月県訓令第52号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「本庁の課長」を「本庁の課長及び女性青少年政策室長（以下「本庁の課長」という。）」に、「及

び」を「並びに」に改める。

　第７条第２項中、「本庁の課」を「本庁の課及び女性青少年政策室」に改める。

　第10条第５項中「及び」を「、女性青少年政策室及び」に改める。

　第13条第１項中「若しくは第43条若しくは」を「、第43条若しくは第46条又は」に改め、「又は10年以上勤務し、

かつ、勤務成績が特に良好であつた職員で死亡したもの」を削る。

　別表第２職員の区分の欄中「及び総務部危機管理室長」を削り、「出納局長、次長」を「出納局長」に改める。

　別表第４第２項中「産地研究課」を「農業技術普及課産地研究室」に、「農業試験場及び支場、農業研究研修セ

ンター、農業大学校、砂丘地農業試験場、園芸試験場、養豚試験場」を「農業総合研究センター、農業大学校」に

改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第６号注書第２項第１号の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　
　に改め、同注書第３項中「課名及び」を「課（室）名及び」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第８号中「貴課（所）所属」を「貴所属」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)

○○委員会事務局（監査委員事

務局、県議会事務局、企業局）

へ出向を命ずる

○○委員会事務局（監査委員事

務局、県議会事務局、企業局、

病院事業局）へ出向を命ずる
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